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新制度についてはこちら！
「法務省 所有者不明」
で検索してもＯＫ

正当な理由がないのに義務に違反した場合、
１０万円以下の過料が科されることがあります。

相続の際、
遺産分割を
きちんと
済ませましょう！

相続・登記の
専門家への相談も
ご検討ください！

相続登記は、
３年以内に
済ませましょう！

登記手続は
法務局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを
ご覧ください！


